
平成13年度

　　　　（11）　報酬・料金等の課税状況

区　     　　     　　　分

千円 千円

法

第

204

条 職業野球の選手、騎手、外交員等の報酬又は料金

該 芸能等についての出演等の報酬又は料金

当 バー、キャバレーのホステス等の報酬又は料金

分 契  約  金 ・ 賞  金

法第203条の２該当分（公的年金等）

法第207条該当分（生命保険契約等に基づく年金）

法第174条該当分（芸能人の役務提供法人等の報酬又は料金）

災害減免法により徴収猶予したもの

調査対象等：この表は、報酬・料金等の支払者から平成14年４月30日までに提出された「法定資料の合計表（報酬・料金等の支払調書）」

　　　    及び平成13年２月から平成14年１月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

　　（注）　この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

　　　　（12）　非居住者等の課税状況

千円 千円

－ 28,932

一 般 分 94,034

源 泉 分 離 選 択
課 税 適 用 分

5,022

計 113,495 99,056

－ －

96,164 48,018

－ 793

27,770 58,604

－ 33,243

－ 4,548

－ 4,499

－ 136,712

－ 17,755

－ 138,360

－ 4,200

－ －

－ －

237,429 574,720

調査対象等：この表は、平成13年４月30日までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「法定資料の合計表（非居住者に支払われる

          給与等の支払調書）」及び平成13年２月から平成14年１月までに提出された「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収

　　　　　高計算書」等に基づいて作成した。

485,123

－

388,456

68,603

26,179

1,885

人　　員

課 税 分

人

158,223

158,742

4,216

41,645

4,262

15,097

6,271

小                計     

計

弁護士、税理士等の報酬又は料金

診療報酬

支 払 金 額 源泉徴収税額

12,329,693

52,625,226

1,256,242

98,852,676

38,568,750

3,273,891

18,614,621

3,621,933

227,886,790

74,491,882

10,978,975

3,648,916

317,006,563

－

6,015,265

8,983,213

2,165,751

370,988

1,084,741

102,685

19,978,885

702,648

42,209

341,885

21,065,626

利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金
利息の分配、特定証券投資法人の投資口の
配当等、公募・私募証券投資信託の収益の
分配及び特定株式投資信託の収益の分配

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配

－

非 課 税 分
又は免税分

区                      分 人員

人 千円 千円

源泉徴収税額

機 械 等 の 使 用 料

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価

給 与 ・ 賞 与 等

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金

賞 金

合 計

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等

退 職 所 得

役 務 の 報 酬

工業 所有権その他の技術に関する権利等の使用料又はその譲渡による対価

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

貸 付 金 の 利 子

不動産 、採石権の貸付 、租鉱権の設定又は航空機、船舶の貸付による所得

総 額

支 払 金 額

－ 174,453 174,453

796 596,903

28 33,477

824 630,380 743,875

－ － －

74 276,033 372,197

15 4,530 4,530

158 306,633 334,403

200 332,814 332,814

26 22,739 22,739

13 22,494 22,494

473 683,500 683,500

30 88,774 88,774

127 1,390,282 1,390,282

5 20,998 20,998

－ 3,953,630 4,191,059

原稿料、作曲料、放送謝金、講演料等の報酬又は料金

－ － －

－ － －


